
市社会福祉協議会による取組み

地域福祉活動の支援１
区社協活動の支援・連
絡調整２
地域福祉に関する広報・
情報発信３
福祉施設・団体との連携
と福祉人材育成４
ボランティア・市民活動
の振興５

災害支援６

市社協は
 市域全体で行うべき支援活動と、区・地域レベ
ルで展開される活動へのサポートを行い、また
市外との広域調整の接点として機能することで
市全体の地域福祉を推進しています。

≪ 地域福祉推進のための市社協の役割 ≫



①ｰ１ 地域福祉活動の支援
大阪市地域福祉活動推進計画を策定し、多様な民間

活動の連携・協働による地域福祉を推進します

第３期推進計画
発行部数

４，０００部

≪例えば、こんな場面≫
▼

・大阪市内における地域福祉をすすめるため、第３期大阪
市地域福祉活動推進計画（計画期間：令和6～8年度）を
策定しています。

・第3期計画では、つながりをつくる「地域づくり」、暮らしを
支える「相談支援」という2つの基本目標を掲げ、双方の

取組みから「参加支援」を推進しています。特に「参加支
援」は重点推進項目としています。

・本計画で定めた項目ごとに市・区社協がそれぞれの現
状や課題に応じて取組みのテーマや目標をまとめた「実
行計画」を策定しており、計画的に事業を推進するととも
に、各区社協が共通して取り組む事項について効果的に
推進するよう支援しています。評価指標について、量的・
質的両面から設定しそれぞれの取組みのプロセスを含め、
評価しています。

さまざまな機会で本計画の内容を市民や関係団体に広く
発信し、多様な主体による連携・協働を呼びかけています。

※「第３期 大阪市地域福祉活動推進計画」

基本理念
「つながり・支え合うことができる福祉コミュニティをつくる」

各区社協の取組みの進捗状況に
ついて適宜把握し、市社協が設置
する大阪市地域福祉活動推進委員
会での評価も受けながら適切に推
進しています。



①ｰ2 地域福祉活動の支援（参加支援の推進）

「相談支援」と「地域づくり」双方からのアプローチで

「参加支援」を推進・強化します

≪例えば、こんな場面≫
▼

・令和6年度は、「相談支援からの参加支援」に焦点をあて、
社協職員による相談支援からの参加支援の推進方法に
ついて、6つのポイント（25の小項目）及び実践するうえで
備えるべき視点について整理しました。

・また、社協職員はじめ、行政や相談支援機関の職員など
地域福祉に関わる関係者に広く発信し、参加支援をより
推進していくため、「社協職員・福祉専門職のための参加
支援ガイドブック－相談支援からの参加支援－」を作成し
ました。今後、大阪市とも連携・協働し、分野・事業横断的
な研修会を企画・実施していく等、効果的な還元や実践へ
の活用につなげていきます。

・日本地域福祉学会 第39回大会において、市・区社協の

実践として、整理した結果をまとめ、全国的に発信すると
ともに、大阪市における実践として、一定の評価を得るこ
とができました。

⇒ 今後は、「場づくり・地域づくりを通じた参加支援」の視
点からも実践を豊かにしていくことができるよう、引き続き
整理を続けていきます。

▲ 「社協職員・福祉専門職のための参加支援ガイドブック－相談支

援からの参加支援－」 ※市社協HPからダウンロードできます。

・各区社協職員による個
別の相談支援から参加
支援につながった事例
を計72事例集約し、そ
の後5区の区社協へヒア
リングを実施しました。

・ヒアリング実施結果や
研究者からの助言をふ
まえ、相談支援からの
参加支援のイメージを
図式化し、ポイントや備
えるべき視点をまとめま
した。



② 区社協活動の支援・連絡調整

２４区社協の現場実践を専門的視点で

スーパーバイズします

区社協における地域支援の
事例収集・分析 （令和６年度）
※「地域支援計画様式（様式Ｃ）」

８７事例

市内の居場所活動（地域福祉活動状況調
査対象活動）の実施数 ※令和６年度調査

２，１８２か所

（参考：令和４年度１，７９１か所
令和５年１，９２０か所）

研修・情報交換会を通して

各区の現場実践を共有！
≪例えば、こんな場面≫

▼

・区社協の実践現場に出向き、先駆的・開拓的な取組みの企画・検討
に加わり、モデル的な実践を市内全域に広げていく役割を担います。

・地域福祉活動の推進を担う区社協職員を対象とした研修・情報交換
会等を開催し、育成・支援をおこなっている。また、実践事例を学識経
験者とともに分析し、助言しつつ、事例集にまとめて蓄積をしています。

・２４区社協全体の話し合いの場等において活動状況を集約化し、共
通して取り組むべき事項に関する、課題整理やマニュアル作成を行っ
ています。

・多様な地域福祉実践の共有・発信（調査の実施、シンポジウム等）を
おこない、地域福祉活動の支援や新たな場の創出を効果的に取り組
めるよう、区社協と情報共有している。

⇒ 各区社協への後方支援を行うことで、情報共有と
全区における活動水準の確保を図る。

・区社協で新たに取組む先駆的・開拓的活
動に企画段階から参加。全国動向や市内２
４区、他都市事例などをふまえながら、とも
に企画をすすめています。

・それらのモデル的事例を、研修・情報交換
会プログラムや広報誌、ホームページで取
り上げるなど、市内に波及するように仕掛け、
“つながり・支えあい”の地域福祉活動を区
を越えて広げる役割を担っています。



③地域福祉に関する広報・情報発信

市社協広報誌「大阪の社会福祉」の
年間発行の部数（令和６年度実績）

３３７，０００部

・各種広報誌・情報誌やホームページなど情報
発信ツールの活用、大会の開催などを通じて、
福祉への理解を深めていただき、取組みへの
参加者や担い手を広げる。

≪例えば、こんな場面≫
▼

・市社協広報誌「大阪の社会福祉」やホームページ「ふく
しる大阪」、社協活動紹介リーフレット等で、市・区社協の
取組みや地域での福祉活動を周知するとともに、福祉情
報などを周知しています。

・各区・地域における地域福祉推進の身近な取組みを紹
介・周知することで、市内全域に取組みや担い手を広げ
る、関心を促すための「情報伝達ツール」となっています。

・市内の社会福祉関係者が一堂に集い、社会福祉に功
労のあった方の表彰を行うとともに、市民および社会福
祉関係者による福祉活動への参加を促進するために、
社会福祉大会を毎年開催しています。

⇒ 社会福祉に関する情報の発信を行い、
 市域全域を対象とした福祉サービスの利用を
促進する。

市全体に社会福祉の動向や地域福祉実践
を伝えます



④福祉施設・団体との連携と福祉人材育成

各分野（児童・保育・老人・生保・地域・

障がい児者）の社会事業施設団体と連携

福祉の支え合いをつなげるために福祉関係機関・

団体、社会福祉事業施設との連携を図り、

ネットワークを構築します。

≪例えば、こんな場面≫
▼

・大阪市社会事業施設協議会の活動（施設運営に関する調査・
研究および企画に関する事業、社会福祉施設と地域社会の連携
に関する事業）の推進・支援を行っています。

・各分野の社会事業施設団体相互間の連絡調整、協同活動を推
進し、各施設の事業や取り組みの充実・発展を目的に研修や発
信を行っています。

・各区の施設連絡会の取組みを全市的に情報共有し、特に先駆
的事例等を共有することで、自区での取り組みにつなげる。

・社会福祉施設で働く若手職員が業務内容、やりがい、魅力など
を伝え、社会福祉業界への人材確保へもつながるよう、大学生・
短期大学生・専門学校生・高校生を対象として、令和元年度から
懇談会、令和５年度から「福祉のおしごと魅力発見ミーティング」
と題して開催している。

・施設サービスの充実を図るための課題整理、情報交
換など市域の施設相互間の連携を支援しています。

・市域の社会福祉施設が人権問題の理解と認識を深
め、施設運営を通じて人権活動の積極的な推進を図る
ための取組みを一緒に考えます。

一水会・区社

会福祉施設

連絡会合同

学習会

福祉のおしご

と魅力発見

ミーティング

大阪市社会事業施設協議会

加盟各団体の加盟施設における
公益的な取組みの実施数

３３９施設
（公益的な取組み調査より）



⑤ボランティア・市民活動の振興

市民のボランティア・市民活動をサポートします

ボランティア・市民活動に関する相談件数
（令和６年度実績）

７５４件

市民による社会的課題の解決をめざし、広域の
強みを活かした支援を行っています！

≪例えば、こんな場面≫
▼

・個人の活動から企業や団体等の区域を越えた社会貢献
活動に至るまで、ボランティア・市民活動に関する相談に
幅広く対応し、支援を行っています。

・地域課題の解決に向けた先駆的な「人材養成プログラ
ム」の開発・実施や「福祉教育」の推進を通して、関心を
持つ個人や団体の活動・参画を拡大しています。

・若者や社会人等にもボランティア・市民活動の情報が届く
ように、情報発信を積極的に行い、ボランティア・市民活
動への関心層を拡大しています。

⇒ 区域を越えた取組みを行う企業・団体・教育機関等と
連

携し、市域全体のボランティア・市民活動の普及啓発を
行うと ともに、ボランティアの育成、活動支援を行う。

・ボランティア・市民活動への参画を促進するため、

市民が気軽に訪れることのできるスペースを開設

し、さまざまな相談に対応しています。

・有償型のボランティア活動をしている個人や団体が

情報・意見交換を行う連絡会の事務局機能を担うと

ともに、新たな活動の拡大や担い手の養成を行って

います。

・学校や企業にてボランティア・市民活動を理解するた

 めの体験や研修会を行っています。

ボランティア活動情報誌「COMVO」
年間6回（偶数月）
1回あたり40,000部

メールマガジン「こてぼら」 毎月2回



⑥ 災害支援

災害時・緊急時の市民力を育成しています。

≪例えば、こんな場面≫
▼

・市内各地での研修会や、被災地での災害ボランティア活動
を通して、大規模災害が発生した際に設置される「災害ボ
ランティアセンター」における質の高いボランティアの育成
を行います。

・災害ボランティアセンター運営のための運営者養成や研修
を行い、有事の際に市・区及び関係団体・機関が連携して
被災地支援ができるよう、日ごろからのネットワークづくり
に努めています。

・東日本大震災による県外避難者への支援を継続していま
す。

⇒ 南海トラフ巨大地震等の、大規模災害に備えた支援体
制を構築する。

大規模災害に備え、ボランティア育成や、

要援護者支援を行っています。

・災害時のボランティア活動者育成のための講座や被災地におけ
る支援を実施しています。
＜令和６年度実績＞

能登半島地震への支援
（１）職員派遣の実施

・七尾市  令和６年４月１日（月）～６月３０日（日）１８クール
・輪島市  令和６年１１月１９日（火）～２５日（月）１クール

派遣人数  １９人（１クール１人）

（２）能登半島地震職員派遣報告会の実施
開催日 令和６年８月２１日（水）１５：００～１７：３０
内  容     応援派遣職員からの報告

各所属における災害対応に係る検討

  （３）災害ボランティアバスの運行
実施日     令和６年９月６日（金）～９月８日（日）

令和６年９月１３日（金）～９月１５日（日）
場  所  石川県輪島市災害たすけあいセンター
人  数  ５７人（引率職員含む）
内  容  被災地の復興・復旧に係る災害ボランティア活動

関係団体との連携強化
・おおさか災害支援ネットワーク（ＯＳＮ）への参画
・ライオンズクラブ、北御堂等との連携協定の締結
・近畿ブロック府県・指定都市社協連絡会議への参画

大阪府下避難者支援団体等連絡協議会への参画
・支援団体や当事者団体等による定例会の開催
・各支援団体からの避難者支援情報等の発送
※東日本大震災による県外避難者への支援として
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